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令和８年度コミュニティ・スクール研修に関する実施方針

令和８年４月１日

春日市教育委員会

コミュニティ・スクールの持続性及び安定性を担保するとともに、更なる取組の推

進を図るためには、①学校運営協議会委員がそれぞれの役割を果たすために必要とな

る情報を得る機会を十分に確保すること、②市内小中学校の教職員への理解の浸透が

必要である。

ついては、次のとおり市教育委員会主催のコミュニティ・スクール研修を計画的か

つ体系的に実施する。

＜研修１＞教職員赴任者研修（動画視聴） 【◆継続】

＜研修２＞学校運営協議会委員等研修会 【◆継続】

＜研修３＞コミュニティ・スクール・トップセミナー 【◆継続】

＜研修４＞市内他校視察研修 【◆継続】

＜研修５＞県外視察等研修 【◆継続】

※ 講師招へいは不要（内部講師の活用等による対応）

※ 各研修の詳細については、別途通知する。

【参考】年間スケジュール予定

４月～５月 ＜研修１＞教職員赴任者研修

※ 動画視聴後にアンケートに全員回答

４月～５月 ＜研修２-①＞学校運営協議会委員等研修会①

※ 委員全員対象。各校の初回学校運営協議会での説明

７月１３日、１４日（２回に分散して開催）

＜研修３＞コミュニティ・スクール・トップセミナー

８月２０日 ＜研修２-②＞学校運営協議会委員等研修会②

※ 通算任期２年以下の委員及び教職員の参加希望者

を対象

随時 ＜研修４＞市内他校視察研修

時期未定（別途検討） ＜研修５＞県外視察等研修



＜研修１＞教職員赴任者研修（動画視聴）【◆継続】

１ 対 象 者

(1) 令和８年４月１日付けで他市等から本市へ赴任した県費負担教職員（全員）

※ 新たに春日市立小中学校に配置された教諭、事務職員、常勤講師、助教諭及

び事務代理を含む。非常勤講師は除く。

(2) 校長が参加を命じる教職員（市費も含め、校長が必要と判断する者）

２ 概 要

コミュニティ・スクールについて、本市における取組の特徴等を周知する。

３ 実施時期 ４月から５月までの間の任意の日

４ 実施要領

動画を視聴（個人ごとの視聴も可）し、研修アンケート（ウェブ）に回答する。

＜研修２-①＞学校運営協議会委員等研修会①【◆継続】

１ 対 象 者 委員全員

２ 概 要 初回協議会における全体説明（１０分間）

各校の初回協議会において、地域教育課職員から委員全員に対し、①学校運営協

議会の権限及び役割、②守秘義務等、③現在の課題及び今後の展望等の基本的内容

を説明する。

３ 実施回数 １回

４ 実施時期 初回協議会時（４月～５月）

※ 初回協議会でやむを得ず実施できない場合は、次の協議会で実施する。

＜研修２-②＞学校運営協議会委員等研修会②【◆継続】

１ 対 象 者

次のいずれかに該当する方のうち参加希望者（ただし、前年度の参加者を除く。）

(1) 通算任期が２年以下の委員（専門員（学識経験者）及び市職員を除く。）

(2) 教職員

２ 概 要

通算任期が２年以下の委員等を対象とするフォローアップ研修会として、講義及

びグループワークを実施し、①自身の活動の振り返り、②委員同士の情報交換等を

行う。

３ 実施回数 １回

４ 実施日時 令和８年８月２０日（木）午後２時から午後４時まで



５ 会 場 春日市役所行政棟４階 ４０５～４０６会議室

＜研修３＞コミュニティ・スクール・トップセミナー【◆継続】

１ 対 象 者

(1) 校長、教頭、主幹教諭、コミュニティ・スクール担当教員又は地域連携担当教

員の中から２人

※ ただし、校長はやむを得ない場合を除き原則として参加すること。

(2) 協議会会長 全員

※ 協議会会長が参加できない場合は、代理の委員が参加すること。ただし、代

理の委員は、地域住民又は保護者として委員に任命された者に限る。

(3) 地域コーディネーター 全員

(4) その他学校運営協議会委員のうち参加を希望する者

２ 概 要

教育長、指導主幹等から、CS 推進のキーパーソンである上記対象者に、本市コミュ

ニティ・スクールのねらい、展望、重点等を伝え、対象者の共通理解及び意欲の向

上を図る。

３ 実施回数 １回

４ 実施日時

(1) 令和８年７月１３日（月）午後２時から午後４時まで

対象：春日東中学校ブロック、春日南中学校ブロック、春日北中学校ブロック

(2) 令和８年７月１４日（火）午後２時から午後４時まで

対象：春日中学校ブロック、春日西中学校ブロック、春日野中学校ブロック

５ 会 場 春日市役所大会議棟２階 大会議室

＜研修４＞市内他校視察研修【◆継続】

１ 対 象 者

次のいずれかに該当する方のうち参加希望者

(1) 委員（専門員（学識経験者）を除く。）

(2) 教職員

２ 概 要

委員又は教職員が、市内他校の学校運営協議会、実働部会又は実際の活動を視察

して、①学校運営協議会、三者連携カリキュラム、地域学校協働活動の運営方法等

に関する情報収集、②視察先の委員又は教職員との意見交換等を実施し、自校の学



校運営協議会等の活性化及び取組の改善につなげる。

３ 実施回数 予算の範囲内で回数の上限なし（先着順）

４ 実施時期 令和８年７月１日（水）から令和９年２月２６日（金）まで

５ 留意事項

(1) 本研修は全校に実施を義務付けるものではないが、実施するか否かについては、

委員と必ず協議すること。特に、学校のみで実施の有無を決定することのないよ

う留意すること。

(2) 学校単位で本研修を実施するか否かにかかわらず、複数の学校の委員が合同で

視察することも可とする（例えば、複数校のＰＴＡ会長や地域コーディネーター

が合同して実施する等）。

(3) 本研修への教職員の参加は必須ではないこととする。

※ 教職員以外の学校運営協議会委員が研修に参加する場合は、通常の学校運営

協議会に参加したときと同額の報酬及び費用弁償の支給対象とする（詳細は後

述）。

６ 実施要領

(1) 【地域教育課⇒全校】学校運営協議会年間計画（様式１）の照会

令和８年４月３０日（木）回答期限

(2) 【地域教育課⇒全委員】市内他校視察研修の周知

※ ＜研修２＞学校運営協議会委員等研修会①の際に、本研修についても地域教

育課から直接委員へ周知し、併せて視察希望書（様式２）を配付する。

※ (1)の年間計画を取りまとめ、春日市ウェブサイトへ５月末までに掲載する

予定のため、視察先を選定する際の参考とすること。

(3) 【視察希望者⇒地域教育課】視察希望書（様式２）の提出

ア 申込方法 次のいずれかによる。

（ア）電子メール（宛先 syakai@city.kasuga.fukuoka.jp）

（イ）紙媒体

イ 申込期限

（ア）第１次申込期限 令和８年６月２６日（金）

（イ）第 1次申込期限以降も、随時申込みを受け付ける。ただし、この場合の

申込期限は、視察を希望する協議会の開催２か月前までとする。

※ 同一の協議会に対する申込が重複した場合は、希望どおりの視察ができな

い場合があるため、複数候補を選定すること。

(4) 【地域教育課⇒視察受入校】視察受入調整



(5) 【地域教育課⇒視察希望者】調整結果の電話（又はメール）連絡

※ 研修実施決定通知の発出はおこなわない。

※ 視察希望者に教職員を含まない場合は、地域教育課から委員の所属校にも参

考として情報共有をおこなう。

(6) 【視察希望者・視察受入校】視察の実施

ア 学校運営協議会を視察する場合は、協議会中又は協議会終了後、質疑応答及

び意見交換の時間を設定すること。

なお、質疑応答及び意見交換については、２０分以内を目安とし、視察受入

校の過剰な負担とならない範囲の時間とすること。

イ 「視察受入校側からの説明」は任意とする。事前に視察希望者が質問事項を

提出した場合は、これを参考として、補足説明が必要かどうかを、視察受入校

側で判断すること。

なお、説明を実施する場合でも、２０分以内を目安とし、視察受入校の過剰

な負担とならないよう、既存の資料等を活用すること。



＜研修５＞県外視察等研修【◆継続】

１ 対 象 者 春日野中学校ブロック 学校運営協議会委員１０人

※ 内訳は次の（1）（2）のとおり。

(1) 委員（専門員（学識経験者）を除く。）又は教職員

９人（１校当たり３人×３校×実施回数１回）

(2) 市教育委員会事務局職員 １人（１人×実施回数１回）

２ ね ら い

中学校ブロックごとに県外先進団体を視察し、本市の取組の改善につなげるとと

もに、視察者の意欲の向上及び視察者同士の関係性の強化を図る。

３ 概 要

(1) 次の①から⑤までの一連のプロセスにより、上記「２」のねらいを達成する（④

及び⑤は、各１回実施を義務付ける。）。

なお、課題と目的を明確にし、単なる旅行とならないよう十分に留意する。

① 視察者が、当該中学校ブロックの課題抽出のため協議して視察先を決定する。

② 先進団体の実際の取組を学ぶ。

③ 宿泊研修として視察者同士の情報交換会を実施する。

④ 視察の成果を自校又は中学校ブロックでの取組の改善につなげるため、学校

運営協議会での報告、熟議等を実施する。

⑤ 視察の成果を全中学校ブロックで情報共有するため、校長会、他研修等で報

告会を実施する。

(2) 研修先、実施時期等の詳細については、別途検討して決定する。予算について

は、首都圏への旅行を上限として計上する。

(3) 研修後は、自校又は中学校ブロックでの熟議を義務付けることで、改善効果を

担保する。

(4) 本研修の対象とする中学校ブロックについては、校長会に確認する。

４ 実施回数 １回（１中学校ブロック）

※ 令和８年度は春日野中学校ブロックで実施

５ 実施時期 別途検討

６ 予算措置 旅費 709,350 円 ＝１人当たり 70,935 円×10 人



＜研修参加に係る報酬及び費用弁償の取扱いについて＞

１ 支給対象者

本市教育委員会が委員として任命する者で、本指針に記載する研修に参加した者。

ただし、次の(1)から(5)までに掲げる者については、研修５の費用弁償以外は支給

対象外

(1) 学校勤務職員

(2) 本市教育委員会が委員として指定した市職員

(3) オブザーバー

(4) 報酬又は費用弁償の受領を辞退した委員

(5) 代理出席者

２ 支給額

(1) 報 酬

学識経験者 6,500 円／回、その他の委員 500 円／回

(2) 費用弁償

ア 研修２の②、３及び４

市内居住者 1,000 円／回、市外居住者 2,500 円／回

イ 研修５（県外視察等研修）

春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

41 年条例第２号）第３条第１項の規定に基づき、費用弁償として旅費を支給す

る。

また、教職員のうち委員に任命されていない者については、春日市職員等の

旅費に関する条例（令和７年条例第９号）第２条第２項の規定に基づき、旅費

を支給する。

３ 支給方法

(1) 報 酬 ： 四半期ごとに委員指定の口座へ振り込む。

(2) 費用弁償

ア 研修２の②、３及び４ ： 四半期ごとに委員指定の口座へ振り込む。

イ 研修５（県外視察等研修）： 研修実施前に概算払を行う。

４ その他

オンライン研修の場合は、上記に関わらず、２(2)の費用弁償は不支給とする。


